
調整 不動産番号

所在図番号

家屋番号

①　種　類

居宅

余白

順位番号

1

2

調整

予　　　　　備

1階
2階

余白

８６：１２
３４：７８

二、信託監督人
　　静岡市葵区沓谷一丁目１９番３号　石川秀樹
三、信託財産の管理方法
１．受託者は、信託された不動産及び信託財産の管理・保全・処分等の信託
に関する事務及び給付について、受益者または受益代理人と協議して行う。

一、信託の目的
１．信託財産を受益者のために管理・保全し、又はこれを処分すること。
２．信託不動産は受益者の居住用として使用すること。
３．受益者の病がこうじるなどして病院、施設等に入ることが必要になった
ときに、その費用についても信託財産でまかなうこと。

受益者　富士市〇〇〇〇〇
　○○○○
受益代理人　富士市〇〇〇〇〇
　○○○○

富士市〇〇〇〇〇
　○○○○

富士市〇〇〇〇〇
　○○○○

余白
平成30年7月25日
第17263号

受付年月・受付番号

　信　　託　　目　　録 余白

４　信託条項

３　受益者に関する事項等

２　受託者に関する事項

１　委託者に関する事項

第27号

　　番　　号

平成30年7月25日
第17263号

余白

昭和56年11月18日
第4656号

信託目録第27号

原因　平成30年7月4日信託
受託者　富士市○○○○○
　○○○○

昭和63年法務省令第37条附則第2条第2項の規
定により移記
平成8年9月12日

所有者　庵原郡富士川町○○〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇
順位１番に登記を移記

昭和56年11月10日新築

登　記　の　目　的 受付年月・受付番号 権　利　者　そ　の　他　の　事　項

　権　利　部（　甲　区　）　（所　有　権　に　関　す　る　事　項）

信託

所有権移転

余白

所有権保存

余白

余白3958番

②　構　　造 ③　床　　面　　積　　　㎡ 原因及びその日付（登記の日付）

余白

木造瓦葺2階建

昭和63年法務省令第37条附則第2条
第2項の規定により移記
平成8年9月12日

表　　題　　部　　（主である建物の表示） 平成8年9月12日 0806000460756

余白
所
在

庵原郡富士川町〇〇〇〇〇

富士市〇〇〇〇〇

余白

平成20年11月1日合併に伴う変更
平成20年11月18日登記


